
下水処理施設水質試験用薬品及び器具並びに放流水滅菌用薬品等

○　過去５年以内に、下水汚水処理に使用する高分子凝集剤及び水処理に使用する滅菌

　　　剤を北海道内の下水処理場へ納入した実績があること。

　　

○　各施設の固形塩素及び凝集剤等の納入については、現場担当者の指示による。　

　　（目安として、八雲・熊石については、２ヶ月に１回　落部については３ヶ月に１回程度）

○　八雲下水浄化センターのポリ硫酸第二鉄についてはローリー車による搬入とする。

○　代金の請求は１ヶ月単位で、各施設ごとの請求書とする。（支払いは翌月となります。）

○　上記のほか、汚泥処理等に使用する薬品等については、別に定める仕様書によるもの

　　　とする。

　　

購入仕様書【一般的事項】



高分子凝集剤 購入仕様書 

（総則） 

第１条 本仕様書は、八雲下水浄化センターにおいて汚泥処理に使用する高分

子凝集剤の仕様について定めるものである。 

（納入規格） 

第２条 納入する高分子凝集剤の化学名（一般名）は、逆相エマルション型カ

チオン性ポリアクリルアミドとする。納品時の規格は、別表（品質規格）に

適合する製品とする。 

（品質検査） 

第３条 納入する高分子凝集剤の品質検査については、次のとおりとする。 

（１）安全データシート（初回納入時のみ） 

契約業者（以下「乙」という。）は契約締結後、八雲町（以下「甲」という。）

に対して、製造業者が製造する高分子凝集剤が、品質・規格を満たしているこ

とを証明する書類を提出するものとする。 

（２）乙は、生産地及び工場等に変更があった場合、若しくはその品質に疑義

が生じ甲により製品の品質規格について検査を指示された場合は、試験を実

施しその結果を証明する報告書等を提出しなければならない。なお、これに

要する費用は、契約単価に含むものとし、別途支払わないものとする。 

（納入場所及び期限） 

第４条 高分子凝集剤の納入先及び期限については、次のとおりとする。 

（１）納入場所 八雲下水浄化センター 

（２）納入期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（３）納入期限 指示のあった日から１４日以内に納入する。 

（納入数量） 

第５条 1日に納入する量は、その発注毎に指示する。 

（納入方法） 

第６条 乙は、１０キログラム単位に分封（ポリ容器等により１０キログラム

毎に分封され、容易に取り扱うことができ、飛散しないようにしたもの）さ

れた高分子凝集剤を、甲の認めた職員が立会い指示した場所に納入すること。 

（納入時間） 

第７条 納入時間は甲から特別の指定がある場合を除き、午前９時から午後５

時までとする。 

（計量） 

第８条 納入量の検収は、納入時に甲の認めた職員により確認を得るものとす

る。 



（契約の解除） 

第９条 品質規格を満たしていない物品が納入され、これを使用することによ

り汚泥処理に支障が生じ、甲より改善の要請を受けた場合において、正当な

理由無くして乙が直ちに措置を講じない場合は、甲はこの契約を解除するこ

とができる。 

（その他） 

第 10条 この仕様書に疑義のある場合および定めのない事項については、その

都度甲乙協議して定める。 

 

別表 

高分子凝集剤の品質規格 

化学名又は一般名 逆相エマルション型カチオン性ポ

リアクリルアミド 

単一製品・混合物の区別 混合物 

化学物質 アクリルアミド・ジメチルアミノエ

チルアクリレート塩化メチル 4 級

塩共重合物 

成分及び含有量 ポリマー ３０～５０％以上 

官報公示整理番号 化審法 ６－１７８１ 

安衛法 ９－４９２ 

CAS番号 ６９４１８－２６－４ 

 

 



ポリテツ 購入仕様書 

（総則） 

第１条 本仕様書は、八雲下水浄化センターにおいて汚泥処理に使用するポリ

テツの仕様について定めるものである。 

（納入規格） 

第２条 納入するポリテツの化学名は、ポリ硫酸第二鉄液とする。納品時の規

格は、別表（品質規格）に適合する製品とする。 

（品質検査） 

第３条 納入するポリテツの品質検査については、次のとおりとする。 

（１）安全データシート（初回納入時のみ） 

契約業者（以下「乙」という。）は契約締結後、八雲町（以下「甲」という。）

に対して、製造業者が製造するポリ硫酸第二鉄液が、品質・規格を満たしてい

ることを証明する書類を提出するものとする。 

（２）証明書（納入毎） 

甲は、納入するポリテツの証明書（計量証明書など）を納入する輸送車ごと

に乙から受領するものとする。 

（３）乙は、生産地及び工場等に変更があった場合、若しくはその品質に疑義

が生じ甲により製品の品質規格について検査を指示された場合は、試験を実

施しその結果を証明する報告書等を提出しなければならない。なお、これに

要する費用は、契約単価に含むものとし、別途支払わないものとする。 

（４）乙は、甲が独自に行う検査に必要な試料の採取について指示があった場

合は、速やかに提供するものとする． 

（納入場所及び期限） 

第４条 ポリテツの納入先及び期限については、次のとおりとする。 

（１）納入場所 八雲下水浄化センター 

（２）納入期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（３）納入期限 指示のあった日から２１日以内に納入する。 

（納入数量） 

第５条 １日に納入する量は、その発注毎に指示する。 

（納入方法） 

第６条 乙は納入するポリテツの運搬にタンクローリー車を使用することとし、

納入に当たっては、甲の認めた職員が立会い指示するものとし、甲の施設（受

け入れ口等）に適合した方法で納入すること。 

 

 



（納入時間） 

第７条 納入時間は甲から特別の指定がある場合を除き、午前９時から午後５

時までとする。 

（計量） 

第８条 納入量の検収は、乙が計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、

これに基づく計量証明書を甲に提出し、甲がこれを受領・確認することをも

って甲の検収に代えるものとする。 

２ 前項に係る証明書費用は、乙の負担とする。 

（契約の解除） 

第９条 品質規格を満たしていない物品が納入され、これを使用することによ

り汚泥処理に支障が生じ、甲より改善の要請を受けた場合において、正当な

理由無くして乙が直ちに措置を講じない場合は、甲はこの契約を解除するこ

とができる。 

（その他） 

第 10条 この仕様書に疑義のある場合および定めのない事項については、その

都度甲乙協議して定める。 

 

別表 

ポリテツの品質規格 

製品名 ポリテツ 

単一製品・混合物の区別 単一製品 

化学名 ポリ硫酸第二鉄液 

成分及び含有量 Ｆｅ３＋ １１％以上 

官報公示整理番号 化審法１－３５９ 

CAS番号 １００２８－２２－５ 

 

 



水処理滅菌剤 購入仕様書 

（総則） 

第１条 本仕様書は、八雲下水浄化センターにおいて水処理に使用する滅菌剤

の仕様について定めるものである。 

（納入規格） 

第２条 納入する滅菌剤の化学名（一般名）は、１．３．５トリクロロイソシ

アヌル酸とする。納品時の規格は、別表（品質規格）に適合する製品とする。 

（品質検査） 

第３条 納入する滅菌剤の品質検査については、次のとおりとする。 

（１）安全データシート（初回納入時のみ） 

契約業者（以下「乙」という。）は契約締結後、八雲町（以下「甲」という。）

に対して、製造業者が製造する滅菌剤が、品質・規格を満たしていることを証

明する書類を提出するものとする。 

（２）乙は、生産地及び工場等に変更があった場合、若しくはその品質に疑義

が生じ甲により製品の品質規格について検査を指示された場合は、試験を実

施しその結果を証明する報告書等を提出しなければならない。なお、これに

要する費用は、契約単価に含むものとし、別途支払わないものとする。 

（納入場所及び期限） 

第４条 滅菌剤の納入先及び期限については、次のとおりとする。 

（１）納入場所 八雲下水浄化センター 

（２）納入期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（３）納入期限 指示のあった日から１４日以内に納入する。 

（納入数量） 

第５条 １日に納入する量は、その発注毎に指示する。 

（納入方法） 

第６条 乙は、１５キログラム袋詰（ポリ容器等により５キログラム毎に分封

され、容易に取り扱うことができ、飛散しないようにしたもの）された滅菌

剤を、甲の認めた職員が立会い指示した場所に納入すること。 

（納入時間） 

第７条 納入時間は甲から特別の指定がある場合を除き、午前９時から午後５

時までとする。 

（計量） 

第８条 納入量の検収は、納入時に甲の認めた職員により確認を得るものとす

る。 

 



（契約の解除） 

第９条 品質規格を満たしていない物品が納入され、これを使用することによ

り汚泥処理に支障が生じ、甲より改善の要請を受けた場合において、正当な

理由無くして乙が直ちに措置を講じない場合は、甲はこの契約を解除するこ

とができる。 

（その他） 

第 10条 この仕様書に疑義のある場合および定めのない事項については、その

都度甲乙協議して定める。 

 

別表 

滅菌剤の品質規格 

化学名又は一般名 1.3.5－トリクロロイソシアヌル酸 

単一製品・混合物の区別 混合物 

別名 塩素化イソシアヌル酸 

成分及び含有量 含有量 ９９％ 

形状 錠剤（３０ｇ） 

溶解度（水） 約１ｇ／１００ｇ（２５℃） 

ｐH（１％溶液） ２．５～３．３ 

官報公示整理番号 化審法 ５－１０４４ 

CAS番号 ８７－９０－１ 

 

 



1

（１）品名

（２）用途

（３）納入場所

（４）契約期間

（５）規格

（６）搬入荷姿

（７）発注回数

２

（１）

（２）　

特記事項

受注者は、製品取扱いに注意し、安全に輸送・納品すること。

初回納品時、安全データシート（ＭＳＤＳ）を速やかに提出すること。

熊石浄化センター

締約締結日から令和９年３月３１日まで

トリクロロイソシアヌル酸　　有効塩素　９９％

１５ｋｇ箱入り

年　３～４回

固形塩素　購入仕様書

　本仕様書は、熊石浄化センターにおいて使用する固形塩素について適用する。

固形塩素（スウィーパーＪＨ１００）

下水処理施設、処理水の滅菌

一般事項



1 一般事項

（１）品名

（２）用途

（３）納入場所

（４）納入期間

（５）規格

（６）搬入荷姿

（７）発注回数

２

（１）

（２）　

（３）

消臭剤　購入仕様書

本仕様書は、熊石浄化センターにおいて使用する消臭剤について適用する。

消臭剤（エバデオール　Ｄ－１３０）

汚泥処理から発生する悪臭の防止･抑制

特記事項

受注者は、製品取扱いに注意し、安全に輸送・納品すること。

初回納品時、すみやかに安全データシート（ＭＳＤＳ）を提出すること。

その他、仕様書に定めていない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

熊石浄化センター

締約締結日から令和９年３月３１日まで

汚泥凝集効果・汚泥脱水に影響を与えないこと。

２０ｋｇ箱入り

年　３～４回



第１条　 本仕様書は、熊石浄化センターにおいて汚泥処理（汚泥脱水）に使用する高分

子凝集剤の仕様について定めるものである。

第２条 納入する高分子凝集剤の納品時の規格は、別表（品質規格）に適合する製品と

する。

第３条 納入する高分子凝集剤の品質検査については、次のとおりとする。

（１） 安全データーシート（初回納入時）

契約業者（以下「乙」という。）は契約締結後、八雲町（以下「甲」という。）に対して、

製造業者が製造する高分子凝集剤が、品質・規格を満たしていることを証明する

書類を提出するものとする。

（２） 乙は、生産地及び工場等に変更があった場合、若しくはその品質に疑義が生じ

甲により製品の品質規格について検査を指示された場合は、試験を実施しその

結果を証明する報告書等の提出をしなければならない。なお、これに要する費用

は、契約単価に含むものとし、別途支払わないものとする。

第４条 高分子凝集剤の納入先及び期限については、次のとおりとする。

（１） 納入場所

熊石浄化センター

（２） 納入期間

契約締結日から令和９年３月３１日まで

（３） 納入期限

指示のあった日から１４日以内に納入する。

第５条 １日に納入する量は、その発注毎に指示する。

第６条 乙は、１５キログラム袋詰（ＪＩＳ　Ｚ　１５３４（重包装用ポリエチレン袋）の規格に適合

したもの、または、これと同等以上の品質を有するもの）にした粉末状の高分子凝

集剤を、甲の認めた職員が立会い指示した場所に納入すること。

高分子凝集剤　購入仕様書
（総則）

（品質検査）

（納入規格）

（納入場所及び期限）

（納入数量）

（納入方法）



第７条 納入時間は、甲から特別の指定がある場合を除き、午前９時から午後５時までと

する。

第８条 納入量の検収は、納入時に甲の認めた職員により確認を得るものとする。

第９条 品質規格を満たしていない物品が納入され、これを使用することにより汚泥処理

に支障が生じ、甲より改善の要請を受けた場合において、正当な理由無くして、

乙が直ちに措置を講じない場合は、甲はこの契約を解除することができる。

第10条　 この仕様書に、疑義のある場合および定めにない事項については、その都度甲

乙協議して定める。

ポリマー１

アクリルアミド・アクリロニトリル・Ｎ－ビニルアクリルアミ

ジン塩基酸・Ｎ－ビニルアクリルアミド・ビニルアミン塩

基酸・Ｎ－ビニルホルムアミド共重合物（略語：ＰＶＦＹ）

ポリマー２

アクリルアミド・アクリル酸・２－（アクリロイルオキシ）エチ

ルトリメチルアンモニウム＝クロリド・２（メタクリロイルオキ

シ）エチルトリメチルアンモニウム＝クロリド共重合物

ポリマー１

ポリマー２
ＣＡＳ番号

１６９８７４－００－４

１４０６６８－０４－８

化学名又は一般名 カチオン性ポリマー（ポリアミジン混合）

単一製品・混合物の区
別

混合物

化学物質

官報公示整理番号 化審法
ポリマー１　６－２１４９

ポリマー２　６－２０９０

高分子凝集剤の品質規格

別表

（契約の解除）

（その他）

（計量）

（納入時間）



高分子凝集剤 購入仕様書 

（総則） 

第１条 本仕様書は、落部地区農業集落排水下水施設において汚泥処理に使用

する高分子凝集剤の仕様について定めるものである。 

（納入規格） 

第２条 納入する高分子凝集剤の化学名（一般名）は、逆相エマルション型カ

チオン性ポリアクリルアミドとする。納品時の規格は、別表（品質規格）に

適合する製品とする。 

（品質検査） 

第３条 納入する高分子凝集剤の品質検査については、次のとおりとする。 

（１）安全データシート（初回納入時のみ） 

契約業者（以下「乙」という。）は契約締結後、八雲町（以下「甲」という。）

に対して、製造業者が製造する高分子凝集剤が、品質・規格を満たしているこ

とを証明する書類を提出するものとする。 

（２）乙は、生産地及び工場等に変更があった場合、若しくはその品質に疑義

が生じ甲により製品の品質規格について検査を指示された場合は、試験を実

施しその結果を証明する報告書等を提出しなければならない。なお、これに

要する費用は、契約単価に含むものとし、別途支払わないものとする。 

（納入場所及び期限） 

第４条 高分子凝集剤の納入先及び期限については、次のとおりとする。 

（１）納入場所 落部地区農業集落排水下水施設 

（２）納入期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（３）納入期限 指示のあった日から１４日以内に納入する。 

（納入数量） 

第５条 １日に納入する量は、その発注毎に指示する。 

（納入方法） 

第６条 乙は、１０キログラム単位に分封（ポリ容器等により１０キログラム

毎に分封され、容易に取り扱うことができ、飛散しないようにしたもの）さ

れた高分子凝集剤を、甲の認めた職員が立会い指示した場所に納入すること。 

（納入時間） 

第７条 納入時間は甲から特別の指定がある場合を除き、午前９時から午後５

時までとする。 

（計量） 

第８条 納入量の検収は、納入時に甲の認めた職員により確認を得るものとす

る。 



（契約の解除） 

第９条 品質規格を満たしていない物品が納入され、これを使用することによ

り汚泥処理に支障が生じ、甲より改善の要請を受けた場合において、正当な

理由無くして乙が直ちに措置を講じない場合は、甲はこの契約を解除するこ

とができる。 

（その他） 

第 10条 この仕様書に疑義のある場合および定めのない事項については、その

都度甲乙協議して定める。 

 

別表 

高分子凝集剤の品質規格 

化学名又は一般名 逆相エマルション型カチオン性ポ

リアクリルアミド 

単一製品・混合物の区別 混合物 

化学物質 アクリルアミド・ジメチルアミノエ

チルアクリレート塩化メチル 4 級

塩共重合物 

成分及び含有量 ポリマー ３０～５０％以上 

官報公示整理番号 化審法 ６－１７８１ 

安衛法 ９－４９２ 

CAS番号 ６９４１８－２６－４ 

 

 



水処理滅菌剤 購入仕様書 

（総則） 

第１条 本仕様書は、落部地区農業集落排水下水施設において水処理に使用す

る滅菌剤の仕様について定めるものである。 

（納入規格） 

第２条 納入する滅菌剤の化学名（一般名）は、１．３．５トリクロロイソシ

アヌル酸とする。納品時の規格は、別表（品質規格）に適合する製品とする。 

（品質検査） 

第３条納入する滅菌剤の品質検査については、次のとおりとする。 

（１）安全データシート（初回納入時のみ） 

契約業者（以下「乙」という。）は契約締結後、八雲町（以下「甲」という。）

に対して、製造業者が製造する滅菌剤が、品質・規格を満たしていることを証

明する書類を提出するものとする。 

（２）乙は、生産地及び工場等に変更があった場合、若しくはその品質に疑義

が生じ甲により製品の品質規格について検査を指示された場合は、試験を実

施しその結果を証明する報告書等を提出しなければならない。なお、これに

要する費用は、契約単価に含むものとし、別途支払わないものとする。 

（納入場所及び期限） 

第４条 滅菌剤の納入先及び期限については、次のとおりとする。 

（１）納入場所 落部地区農業集落排水下水施設 

（２）納入期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（３）納入期限 指示のあった日から１４日以内に納入する。 

（納入数量） 

第５条 1日に納入する量は、その発注毎に指示する。 

（納入方法） 

第６条 乙は、１５キログラム袋詰（ポリ容器等により５キログラム毎に分封

され、容易に取り扱うことができ、飛散しないようにしたもの）された滅菌

剤を、甲の認めた職員が立会い指示した場所に納入すること。 

（納入時間） 

第７条 納入時間は甲から特別の指定がある場合を除き、午前９時から午後５

時までとする。 

（計量） 

第８条 納入量の検収は、納入時に甲の認めた職員により確認を得るものとす

る。 

 



（契約の解除） 

第９条 品質規格を満たしていない物品が納入され、これを使用することによ

り汚泥処理に支障が生じ、甲より改善の要請を受けた場合において、正当な

理由無くして乙が直ちに措置を講じない場合は、甲はこの契約を解除するこ

とができる。 

（その他） 

第 10条 この仕様書に疑義のある場合および定めのない事項については、その

都度甲乙協議して定める。 

 

別表 

滅菌剤の品質規格 

化学名又は一般名 1.3.5－トリクロロイソシアヌル酸 

単一製品・混合物の区別 混合物 

別名 塩素化イソシアヌル酸 

成分及び含有量 含有量 ９９％ 

形状 錠剤（３０ｇ） 

溶解度（水） 約１ｇ／１００ｇ（２５℃） 

ｐH（１％溶液） ２．５～３．３ 

官報公示整理番号 化審法 ５－１０４４ 

CAS番号 ８７－９０－１ 

 

 


